
資料  C  

第4回 ワクチン産業ビジョン推進委員会  

麻しん対策の開始について  

平成20年4月10日（木）  

厚生労働省 健康局 結核感染症課  

麻しん排除に向けて  

実施した5つの施策  
1予防接種法施行令の一部を改正する政令   

（平成20年2月27日政令第35号公布）  

2 予防接種法施行規則の一部を改正する省令等   

（平成20年12月28日省令第158号公布及び省令第159号）  

3 麻しんに関する特定感染症予防指針   

（平成19年12月28日告示第442号公布）  

4 予防接種実施規則の一部を改正する   

（平成20年3月19日省令第39号 公布）  

5 定期の予防接種実施要領  
（平成20年3月21日健発第0321008号局長通知）   



予防接種法施行規則の一部を   

改正する省令等の概要  
平成19年12月28日公布  

省令等   改正点   施行日   

予防接種法施行規則の一部を改正   
する省令  

指針を定める疾病Iこ麻しんを追加。   
H19．12．2丑   

（平成19年厚生労働省令第158号）   

第2条第8号に  

指針を作成・公表する疾病に麻しんを追加。   
H19．12．2さ  

感染症の予防及び感染症の患者に  
第4条第3項に  

対する医療に関する法律施行規則の  

一部を改正する省令   及び麻しんを追加。   
（平成19年厚生労働省令第159号）   第6条第1項の  H20．1．1  

指定届出機関からの届出が必要な5類感染  
症から、風しん、麻しん（成人麻しんを除く。）、  

成人麻しんを削除。   

麻しんに関する特定感染症予防指針  平成24年度までに麻しんの排除及び   

（平成19年厚生労働省告示442号）   その継続を維持するため、新たな施策を示す。  
H20．1．1   
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達する年齢  

（歳）  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
2008年時  

接種年次 （何年目か）  

捷種期間  

（5年間）   

接種時の年齢  12 12 12 12 12 17－ 17 17 17 17  
04月から6月が積極的に勧奨する期間なので、対象者の多くは12歳か17歳で接種を受けることになります。  

0接種回軌ま・12歳～13歳・または17歳～18歳になる1年の閤に一回のみです0  8  
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5   



執軌貌紆 β  

研究開発の推進  

（臨床）  

・必要に応じて、より効果的で副反応の少ない   

ワクチンの研究開発を推進。  

・研究の成果を的確に評価する体制を整備。  

・国民や医療関係者に積極的に情報を公開。  

接種もれを防いで  
（情報管理）  感受生者をなく  

・市町村において、各国民の定期の予防接種歴を   

データ管理し、本人の求めに応じて容易に確認でき  

るようにする。  

●ソフトウェアは国立感染症研究所で開発する 
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声耳与舟和 さブ  

国際的な連携  

（世 界 の 目 標）  
・世界保健機関では、2回の予防接種  
ともに接種率95％の達成  

・世界保健機関西太平洋地域事務局  
では、平成24年までに同地域の  

麻しんを排除  

巨≡≡≡≡∃   凸   

積極的に情報交換をし、  

世界的な麻しんの発生動向  

の把握等に努める。  
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定期の予防接種実施要領  
粟勝野蘭7   

総論の主な改正点  

項目   
改  正  

現行  
後  

追加事項   新規事項   

対象者等に対する周知  広報、個別通知  原則、個別通知   英文等の周知文の作成に  

その他適当な措置  努める   

予防接種実施状況の  ・既接種者、未接種者の確認   
把握  ・未接種者への接種勧奨  

・定期健診の機会を利用した  
接種状況の確認   

予診票   対象疾病全てに  対象疾病、対象疾病  麻しん、風しんの第3・4期  

ついて同一様式  の区分、対象者の  対象者のうち女子には、  
様態により、4様式に  妊娠の事実・可能性について  

区分   確認する項目を設ける   

予診と  麻しん、風しんの第3・4期   

予防接種不適当者・  対象者のうち女子には、   
予防接種要注意者  妊娠事実等について入念に  

確認する   

1b   
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項目   現行   
改  正  後  

追加事項   新規事項   

保護者の同伴要件   個別・集団接種  一定要件を満たせば、  
（麻しん、風しんの第3・4期  を問わず同伴が  保護者の同伴は必要な   
の対象者）   必須   い※ただし、第4期対象者のうち、  

婚姻者は該当しない   

予防接種の実施に  保護者が同伴しない者には、   
あたる説明と同意  事前の説明と了解が必要   
（麻しん、凰しんの第3・4期  ※ただし、第4期対象者のうち、   

の対象者）  婚姻者は該当しない   

医療機関以外での  走虹盤長は⊥副反応発生時   
集団接種  の安全基準を遵守  

・経遇観察措置  
・応急治療措置  
・救急搬送措置   

重篤な副反応における  壷町村長塩⊥副反応報告書   
迅速な報告  の予後欄について、  

1死亡  

2重篤（死亡の危険あり）  

3入院  

に該当するものについては、写し  
を直ちに厚生労働大臣に提出  
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産．軌県粛J  

定期の予防接種実施要領   

麻しん・風しんの各論の主な改正点  
改  正  後  

項   目   現   行  
追 加 事 項   新 規 事 項   

種対象者   第1期、第2期  現行に、  

・第3期（13歳相当）  

・第4期（18歳相当）  

を追加   

防接種に使用  M又はR単抗原ワクチン、  現行に加え、   第3期、第4期について、   

るワクチン  同時に行う場合は、MR  MR混合ワクチンが使用  M又はR単抗原ワクチン  

‡昆合ワクチン   可能   若しくはMR混合ワクチン  

が使用可能   

合ワクチンの  既農患主に蛙」坦旦混合  

用推進  ワクチンが使用可能   

M：廃しん R：風しん  
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